
自転車指導啓発重点路線（南陽警察署） 令和５年４月

★自転車を運転する人は次の点に気を付けましょう！★

１ 歩道は、歩行者優先！
自転車が通行できる歩道でも、車道寄りをすぐに止まれるスピードで走行し、歩行者が立ち止

まったり、避けなければならない時は一時停止をしましょう。

南陽跨線橋を下る際の速度に注意してください。

２ ながら運転は危険！
片手運転になったり、周りの危険を発見することができず、重大な交通事故に繋がる危険な行為です。

絶対にやめましょう。

３ 車両等の直前直後の横断は禁止！
道路を横断する際、車両等の直前直後の横断は禁止です。左右の安全確認を徹底しましょう。

４ ヘルメットの着用！
もしもの交通事故に備えて、大人もこどももヘルメットを着用しましょう。

守ろうルール

みんなの未来

警察では、自転車利用者のながら運転

や並進走行、指定場所一時不停止等の

交通違反に対し、指導警告を行い、自

転車利用者のマナーアップを図っており

ます。
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この地区でよく見られる自転車利用者の違反形態

➢ 歩道で徐行や一時停止をしない

➢ 携帯電話を使用しながらの運転

➢ 車両等の直前直後の横断

【重点路線】国道３９９号（三間通～宮内）

➢ 選定理由

・ 朝夕において恒常的に多数の自転車利用者が見られ、買い物や

赤湯駅に向かうため等の歩行者が見られる。

また、国道３９９号を通過する車両が継続的に認められるため、

横断時の交通事故発生が懸念される。

・ 南陽跨線橋を下る時に、自転車の速度が上がり危険。

あっ！ 歩行者だ

止まらなくちゃ！

どうぞ！

気をつけてね！
ありがとう！ こ

れ
か
ら
も

安
全
運
転
だ
ね
！

【南陽地区交通安全スローガン】

重点地区

31 2自転車関連事故

南陽警察署管内

自転車関連事故発生状況（H30～R４合計）

区分

※ 国土地理院の地図を加工して使用


